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内閣府政策統括官 (共生社会政策担当)付高齢社会対策担当においては、高

齢社会対策基本法 (平成 7年法律第 129号 )に基づき、高齢社会対策大綱 (平

成 13年 12月 閣議決定)の作成及び推進、高齢社会 白書の作成、高齢社会対

策に関する調査研究及び国民に対する啓発等を行つている。以下にその詳細を

ご紹介する。

(1)エ イジレス・ライフ実践者及び社会参加活動事例の紹介事業 (参考 1-
①、② )

ア 事業概要

我が国は、今や世界で最も長寿の国とな り、多 くの国民がこれまでに

ない長寿を享受するようになった。

このような状況の下においては、高齢者が年齢にとらわれず 自らの責

任 と能力において自由で生き生きとした生活を送ること (以下 「エイジ

レス・ライフ」 とい う。)が重要であり、また、社会 とのかかわりを持

ち続けなが ら、楽 しく充実 した生活を送ることが重要である。 しかしな

がら、高齢者の社会参加は、未だ十分ではなぃ状況にあると考えられる。

このため、高齢社会における生き方 として、エイジレス・ライフを実

践 している事例及びグループで就労や地域社会活動などの社会参加活動

を積極的に行つている事例を広 く紹介 し、既に高齢期を迎え、又はこれ

から迎えようとする世代の高齢期における生き方の参考に供するもので

ある。

イ 紹介する活動事例等

高齢者 (個 人)が 、エイジレス・ ライフを実践 している事例や高齢者

の団体等が地域において社会参加活動を積極的に行っている事例を、都

道府県 。指定都市 。中核市及び高齢者関連団体からの推薦に基づき、内

閣府に置かれた選考委員会において選考 し、紹介 している。

ウ 留意事項

当該事業は、平成元年か ら実施 してお り、平成 23年度 も引き続き実

施することとしてお り、先般、各都道府県 。指定都市 。中核市及び高齢

者関連団体あて事例の推薦依頼を行ったところであるので、引き続きご

協力いただきたい。

(2)高齢社会フォーラム (参考 2)

ア 事業概要

高齢化が急速に進行 している我が国において、心豊かで活力ある高齢
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社会を構築 してい くためには、国、地方公共団体による取 り組みはもと

より、企業、地域社会、NPO、 家庭、そ して国民一人一人が互いに協力 し

あいなが ら、それぞれが高齢社会の実情を知 りさまざまに努力 していく

ことが重要である。

このため、内閣府では、今後の少子高齢社会において中高年に求めら

れる社会的活動を主テーマに高齢社会フォーラムを開催するものである。

本事業では、全国各地で NPO等社会的活動を実践 している者など高齢

社会の対策に取 り組む様々な者が一堂に会 し、情報交換するとともに、

分科会において多様な課題について議論を行 うことにより、中高年の社

会活動の意義・内容が広 く周知 され、心豊かな高齢社会の構築に寄与す

ることを目的とし、年 2回、東京 と地方都市 との 2回開催 している。

イ 留意事項

平成 22年度については、 7月 に東京で、 10月 に仙台市で開催 した

ところであり、平成 23年度についても 2回 (7月 に東京、 11月 未定 )

開催する予定である。

なお、詳細については、当該フォーラムの共催団体である高齢社会N
GO連携協議会HPへ の掲載や各都道府県 。指定都市 。中核市高齢社会

対策担当部局あて情報提供することとしている。興味のある自治体の職

員の参加をお願い したい。

(高齢社会NGO連 携協議会HP)
http.//wЪ、Rム「.Janca.gr.」 p/

(3)高齢者に関する調査 (参考 3)

高齢社会対策大綱における基本的施策分野である、「就業・所得」、「健康・

福祉」、「学習 。社会参加」、「生活環境」等にういて、一般の高齢者の意識に

関する総合的な調査を行 う「高齢者対策総合調査」を実施 している。また、

今後の高齢社会対策のあ り方に関する議論に資するために、高齢社会の多様

な課題についての意識に関する調査を行 う「政策研究調査 (高齢者問題基礎

調査 )」 を実施 している。 さらに日本 と諸外国の高齢者の生活意識に関する調

査を行 う「高齢化問題基本調査」を 5年おきに実施 している。

平成 22年度については、① 「高齢者の住宅 と生活環境に関する意識調査」

及び② 「高齢者の生活 と意識に関する国際比較調査」を実施 し、①の結果に

ついては、平成 23年 3月 を公表予定としてお り、また②の結果については、

平成 23年 5月 を公表予定 としている。また、平成 23年度については、「高

齢者の経済生活に関する意識調査」及び 「政策研究調査」を実施する予定で
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ある。 この 「政策研究調査Jについては、 (参考 4)に もお示 ししたよ
｀
うに、

昨今深亥J化 している高齢者の社会的孤立等の課題に対する取組を①高齢者の

居場所をつ くる取組 と、②高齢者 自身が公共的な活動に参加することを促進

する取組 とに絞 り、地方公共団体へのアンケー ト調査を通 じて優良な取組事

例を発掘 し、その調査結果を地方公共団体等ヘフィー ドバ ックするなどして、

地域における取組の促進を図ることとしている。前述のとお り、本調査は地

方公共団体へのアンケー ト調査を予定 していることか ら、その実施に当たつ

ては、ご協力をお願い したい。

なお、従前まで実施 してきた調査結果については、既に内閣府HPに掲載

されてお り、今後公表予定あるいは実施予定の調査結果については内閣府H
Pに随時掲載することとしているのでご活用 されたい。

(内 閣府HP)
http://w]ゃηハ/8.cao.go.jp/kourei/index.html

(4)都道府県・指定都市における高齢社会対策関係施策調べ

内閣府では、今後の高齢社会対策の推進に資するため、毎年度、都道府県

及び指定都市における高齢社会対策関連施策がどのように執 り行われている

かを取 りまとめている。

その結果については冊子に編集 し、ご協力をいただいた都道府県・指定都

市高齢社会対策担当部局及び中核市高齢社会対策担当部局に配布 していると

ころである。

平成 22年度についても、その結果について、各 自治体高齢社会対策担当

部局に配布することとしているので、ご参考 とされたい。
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参考1-① エイジレス・ライフ実践者及び
● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ● ■

● ● ● キ
● ● ■ ■

● 摯 孝
驀 十

社会参加活動事例の紹介事業
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○都道府県・政令指定都市・中核市及び高齢者関係団体による地域で活躍する高齢者の推薦

○学識経験者、マスコミ等をメンバーとする選考委員会にて、受章者 0受章団体を選考

○高齢社会フォーラムでの表章、事1列集の作成・配布、ホームページでの公表等による紹介

○エイジレス :ライフ実践者

延べ867人 (平成元年度～平成22年度)

○社会参加活動事例

延べ477団 体 (平成6年度～平成22年度)
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〇世界で有数の長寿国となつた日本において、社会とのかかわりを持ち続けながら、高齢者が年齢

にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送ること (以下

「エイジレス・ライフ」 という。)が重要である。

○エイジレス・ライフを実践している事例及びグループで就労や地上或社会活動などの社会参加活動

を積極的に行つている事例を広く紹介することで、既に高齢期を迎え、又はこれから迎えようと

する世代の高齢期における生き方の参考に供し、高齢者の社会参加を促進するものである。



参考1-② いきいき高齢者募集中 !

内閣府ではエイジレス・ ライフ (年齢にと
とした生活を送る)を実践 している高齢者、
グループを広く紹介 し、既に高齢期を迎え、
ライフスタイルの参考としてもらうために、

らわれず 自らの責任 と能力において自由で生き生き
地域で社会参加活動を積極的に行つている高齢者の
又はこれから迎えようとする世代の高齢期における
これら活動事例の募集を行つています。

<募集する活動事例>

① エイジレス・ライフ実践者
下記のいずれかを実践している概ね 65歳以上の方

。 過去に培った知識や経験を活かし、高齢期の生活で社会に還元 し活躍 している
。 自らの時間を活用 し、近所づきあいや仲間 うちなどでの支え合い活動に積極的
に貢献 しているQ

。 中高年から一念発起 して、物事を成 しとげた
。 壮年期において達成 した地位や体面などにとらわれることなく、高齢期を新 し
い価値観で生き生きと生活 している

。 自らの努力、習練等により、優れた体力・気力等を維持 し活躍 している
。 地域社会のなかで、地域住民の リーダーやコーディネーター的な役割を発揮 し、
生き生きと生活 している

② 社会参加活動
積極的な活動を通じ、社会とのかかわりを持ち、生き生きと充実した生活を送っている概ね 65歳以上

の方が中心となって構成しているグループ等

(活動分野)

・支え合い活動 (若者へのカウンセ リング、子育て支援、高齢者の見守 りなど)

。趣味  ・教育、文化   。福祉、保健   ・健康、スポーツ  ・生活環境改善
。地域行事、自治会  ・生産、就業 (起業を含む。) 。安全管理  。その他

<推薦方法>

最寄 りの市区町村の高齢者福祉担当窓口等に 3月 25日 (金)ま でに上記活動を行つている方の氏名又

はグループ名、活動内容がわかるものを提出 (自 薦推薦を問わず。)。

<紹介事例の決定等>
内閣府に都道府県・指定都市 。中核市及び高齢者関連団体から推薦のあった事例について、選考委員会か

ら意見を聴取 し、決定 します。決定した事例については、書状 と記念の楯を授与 します。

<紹介方法>
決定 した事例については、国民に広報を行います。また、内閣府が主催する行事において数事例の紹介を

行います。

(問 い合わせ先)

内閣府政策統括官 (共生社会政策担当)

高齢社会対策担当 (03-3581-9268)
又は最寄りの市区町村の高齢者福祉担当窓口等にお問い合わせください。

-351-



参考2
●
●

■
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
■

●

●
●
●
●
●
●

■

高齢社会フォーラム
目的・概要
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(エイジレス・ライフ等表章の様子 ) (パネルデイスカツションの様子)

○全国各地でNPO等で社会的活動を実践している者や地方自治体の高齢社会対策担当者等高齢者

の地上或参加に関lbを持つ者が200名程度参加し、情報交換や多様な課題についての議論を

行うことにより、社会活動を推進するリーダニを育成・支援するとともに、関係者間のネット

ワーキングに資することを目的としている。

○高齢社会NGO連携協議会 (代表 :樋□恵子、堀田力)との共催により全国2箇所で開催。

(22年度は東京・仙台で開催。)

〇エイジレス・ライフ等の表章や有識者の講演を主とした全体会の後、分科会形式等で、高齢社会

の支え手として活躍するNPO等のリーダーによる事例の紹介とデイスカッシヨンを実施。

○「フォーラム報告書」 (議事録形式)を作成し、地万/AN共団体・各地域のNPO団体等へ配布の他、

ホームページでも公表



参考3

※体系だつたのは平成7年基本法制定後以降

・大綱に沿つた5つのテーマ

を5年毎のサイクルで毎年

計画的に実施。

日経年変化の分析等によって
これまでの施策の評価や

新規施策の必要性を認識

<5つのテーマ>

①経済生活(H23年度実施予定)

②健康

③地域社会への参加

④日常生活

⑤住宅と生活環境(H22年度実施)

調査体系 (高齢社会対策担当)
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・毎年テーマを新規設定。
・時代の環境に合わせ

タイムリーな高齢者の

実態を把握

○平成20年度 「生活実態に関する調査」

○平成 2■ 年度
「地域におけるライフスタイルに関する調査」

○平成22年度

実施せず

○平成23年度

(参考4)により実施予定

・日本と諸外国の高齢者の

生活意識の国際比較調査。

口5年に1度実施。

・時系列に各国の高齢者の

実態が把握できるため

国際的にも貴重な調査

○平成 22年度に第 7回国際比較調査を

実施。

(過去、昭和55年、60年、平成 2年、7年、

■2年、■7年に実施 )

高齢化問題基礎調査

昭和55年～

政策研究調査

昭和49年 ～※

高齢者対策総合調査
昭和49年～※



参考4
政策研究調査 (平成23年度実施 )

1.概要

○高齢者の社会的孤立が深刻化するなか、高齢者が安心して生きがいをもつて過ごすことができる社会を

つくるためには、行政による取組のみならず、地域住民や高齢者自身による取組が必要である。

○地方公共団体のほか、自治会、NPO法人、市民団体などによる

①高齢者の居場所をつくる取組(コミュニティーロカフエ、食事会 等)

②高齢者が公共的な活動に参加することを促進する取組 (リ
ーダー育成、ホ

゛
ランティアロホ

゜
イント制、地域通貨 等)

ついて調査を実施し、その活動状況や今後の政策課題を研究する。

し

下  ¶鵡啓夕翼減蝙   趨冥謳綽脱論の雌を図る。

2.調査方法 (予定 )

①地方公共団体(社会福祉協議会等)へのアンケート調査
・取組事例

②自治会、NPO、 市民団体等へのヒアリング調査
・取組をする上での工夫、実績、課題
・今後の取組の方向性

高齢者向けサービス・取組
*

高齢者による活動

鶴調
/111とらお1隅

高 齢 者

*介護保険法以外の取組




